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いちき串木野市地方創生推進本部の設置について 

   

１  趣旨  

国は、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年 12 月２日施行）に基づき、「東京一極集中の

是正」、「若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現」、「地域の特性に即した地域課題の解決」

の３つの視点を中心に、地方創生に取り組むこととしています。 

日本全体が抱えるこの危機的状況に対しては、国と地方自治体が相互に連携しつつ、総力を挙

げて臨むことが重要であり、この度、本市においても新たに推進組織を設置し、その取組みを加

速させるもの。  

  

２  設置時期  

平成２７年３月６日（金） 

 

３  所掌事務  

（１）まち・ひと・しごと創生法に定める「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定  

（２） その他、地方創生に関して必要な事項  

≪基本事項≫ 

 人口ビジョン 総合戦略 

策定時期 平成２７年１２月を目途 

計画期間等 ２０６０年までの展望 平成３１年度までの約５年間 

主な内容 ① 人口の現状分析 

人口動向や将来人口推計の分析 

② 人口の将来展望 

 目指すべき方向性や政策の方向性を

踏まえた人口の将来展望 

① 基本目標 

実現すべき成果に係る数値目標 

② 施策に関する基本的方向 

  基本的目標達成に向けた施策の方向 

③ 具体的な施策・重要業績評価指標 

  具体的な施策及び重要業績評価指標 

 

４  実施体制 

（１）いちき串木野市地方創生推進本部  

      ・本部長    市長  

      ・副本部長  副市長、教育長  

      ・本部員    課長級職員  

（２）専門部会 

   ・まちづくり（居住・生活）、ひとづくり（地域・子育て）、しごとづくり（産業・雇用）

部会を設置 

・専門部会員の構成は、総合計画企画委員会の関連部会の合同会議の形式で行う。 

資料 ４ 
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・専門部会ごとに部会所属化の職員によるワーキンググループを設置する。 

（３）地方創生推進委員会  

      ・有識者会議として住民代表や産業界・行政機関・教育機関・金融機関等(産官学金)の代

表者及び関係市職員により構成（25 名程度）  

      ・地方版総合戦略の策定等にあたり、推進本部への助言や意見交換を行う。 

 

≪体制イメージ≫ 

 

                    

                   助言 

意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会 役職名  部会 役職名  部会 役職名 

生
活
環
境 

市民課長  

保
健
福
祉 

健康増進課長  

行
財
政 

総務課長 

生活環境課長  福祉課長  政策課長 

税務課長  選管事務局長  財政課長 

消防長  監査事務局長  まちづくり防災課長 

衛生処理組合事務局長  議会事務局長  会計課長 

     

社
会
基
盤 

都市計画課長  

教
育
文
化 

教委総務課長  

産
業
交
流 

水産商工課長 

土木課長  学校教育課長  農政課長 

上下水道課長  社会教育課長  農委事務局長 

市来支所長  市民スポーツ課長  観光交流課長 

（政策課長）  給食センター所長  食のまち推進課長 

     

創生推進本部            

○構成 

本部長  市長 

副本部長 副市長、教育長 

本部員   課長級職員 

○役割 

所掌事務に関する方針決定 

 

まちづくり（居住・生活）                

○構成 

生活環境部会 

社会基盤部会 

○役割 

 施策の分析、目標設定、具

体的施策の立案 

推進委員会                

○構成 

住民代表、産業界、行政機

関、教育機関、金融機関等 

○役割 

 目標や施策立案への助言・

意見交換・ 施策の検証 

ひとづくり（地域・子育て）                

○構成 

保健福祉部会 

教育文化部会 

○役割 

 施策の分析、目標設定、具体

的施策の立案 

しごとづくり（産業・雇用）        

○構成 

 行財政部会 

産業交流部会 

○役割 

施策の分析、目標設定、具体

的施策の立案 

専門部会 

ＷＧ ＷＧ ＷＧ 

総
合
計
画
企
画
委
員
会
の
部
会
（
４
月
設
置
予
定
） 
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５ 作業項目（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり（地域・居住） 
専門部会 

しごとづくり 
（産業・雇用）専門部会 

ひとづくり 
（地域・子育て）専門部会 

３．既存関連施策の分析 ３．既存関連施策の分析 ３．既存関連施策の分析 

４．ニーズ調査（環境等） 

 ①住民意識調査 

 ②ＵＩターン意識調査 

③ニーズの整理・把握 

４．ニーズ調査（子育て等） 

 ①子育て世代等の意識調査 

 （既存調査の活用含む） 

②ニーズの整理・把握 

４．ニーズ調査（産業等） 

 ①事業所の意識調査 

 ②高校生の意識調査 

 ③ニーズの整理・把握 

６．方向の検討 

①目標設定 

②具体的施策の立案 

６．方向の検討 

①目標設定 

②具体的施策の立案 

６．方向の検討 

①目標設定 

②具体的施策の立案 

１．現況分析（人口）  

①人口指標の整理     ②総人口の将来推計  ③地区別人口とその推計  

④転入・転出調査の分析  ⑤人口動向のまとめ 

２．現況分析（地域経済）  

①既存の地域経済指標等の整理・分析  

②地域経済分析システム（国から提供予定）による分析 

◆いちき串木野市人口ビジョンの策定  

①目標とする将来人口の検討          ②目標とする合計特殊出生率の検討 

◆いちき串木野市版総合戦略の策定  

①まち・ひと・しごとの基本目標      ②まち・ひと・しごとの施策とメニュー作成  

③目標指標等の作成（基本目標の指標、具体的な施策の指標（重要業績評価指標[KPI]）  

 

 

 

 

◇検討体制（案）  

①いちき串木野創生本部（市長以下全庁体制） 

②いちき串木野創生推進委員会（市民・学識経験者・事業者などの会議設置）  

③いちき串木野創生専門部会（総合計画企画委員会部会を活用）及びワーキンググループ 

５．課題・問題点の整理 ５．課題・問題点の整理 ５．課題・問題点の整理 
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６ スケジュール（案） 

年度 H26 H27 

内容 2-3月 4-5月 6-7月 8-9月 10-11月 12-1月 2-3月 

１．現況分析 

（人口） 
● ●      

２．現況分析 

（地域経済） 
● ●      

３．施策の分析 

 
 ●      

４．ニーズ調査 

 
  ● ●    

５．課題・問題点の 

整理 
   ● ●   

６．方向の検討 

 
    ● ●  

        

◆人口ビジョンの策定 

 
       

◆総合戦略の策定 

 
       

        

◇本部会議 

 
●  ●  ● ● ● 

◇専門部会 

 
 ● ● ● ● ●  

◇ワーキンググループ 

 
 ● ● ● ● ●  

◇有識者会議 

 
 

● 

方針説明 
 

● 

課題整理 

● 

意見助言 

● 

意見助言 

● 

検証 

◇その他 

 
 委託予定    

策定目標 

（年内） 

公表 

 

 

 

 

 

 


